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はじめに

幼い頃に大人から「本を読め」と言われた経験がある人もいる
かもしれませんが…



読書活動は実際の乳幼児にどのような効果を与えるのか。

〔教育・発達心理学など〕

乳幼児をとりまく読書環境の実態はどのようなものか。

〔Cedep調査〕

そもそも読書は、乳幼児の生活においてどのような活動
として意義づけられるのか。なぜ読書が重要なのか。



読書することを乳幼児自身がもつ権利のひとつとして意味

づけ直すという考え方を、本発表では提案する。



Children’s Rights to Read
（国際リテラシー学会：ILA, 

2018年）

紙だけでなくデジタル
メディアにもアクセス
できる

（周囲の大人が多様な
本・絵本を用意したうえ
で子どもが）読むものを
自分で選べる



Children’s Rights to Read
（国際リテラシー学会：ILA, 

2018年）

理解目標や様々な条件を与
えられずに、読むことそれ
自体に浸ることができる

「読むために設定された時
間」以外に、一人あるいは他
者と、自分の読みたいものを
読む時間を教育施設内外にお
いてたっぷり過ごせる



子どもが読むもの・読み方に関する決定権をもって読む
こと自体を楽しむ権利が認められている。

読む主体は子ども自身であり、読むことを通して子ども
は社会的・精神的な幸福を得るべきであるという点が改
めて確認されている。

子どもの読む権利（Children’s Rights to Read）
の意義と可能性



保育の読書環境を権利保障の観点から評価す
るならば…



保育において絵本・本を選ぶのは誰か。

絵本・本に子どもが自由に触れられる時間が、いわゆる「読
み聞かせの時間」以外にどのくらいあるか。そのような時間
の過ごし方に関して、保育者と子どもの間に暗黙のor明示的

な理解があるか。

想定される評価観点の例



Cedep報告書速報版「保育・幼児教育施設におけ
る『絵本』に関する調査」より抜粋（p.14）

 保育者や園長、主任が施設で購入する絵本・本の主たる選び手になっていた
一方で、子ども自身が購入する絵本選び参与することはそれほど多くないこ
とがわかりました。子どもが自ら読む本を選ぶ主体になりうるということを、
園やクラスに配置する絵本を購入・導入する段階から意識していくことも重
要かもしれません。

 今後の調査では、本調査結果を踏まえた上で、どのような絵本・本を、園や
クラスにどのように配置したり、活用したりしているのか等、絵本・本環境
の質の具体的な側面について、さらに検討を加えていく予定です。



まとめ

 子どもにとって読書はそもそも子ども自身のもつ権利である。

 なかでも、子どもが読むもの・読み方に関する決定権をもって、読むこ
と自体を楽しむ権利があるということが近年確認されている。

 このような権利を保障するための保育環境を具体的に構想することに
よって、子ども自身にとって居心地の良い子どもと本の関係が生まれる
可能性がある。

 今後の課題として、保育の個別の実態に即して権利が保障されづらい状
況を明らかにすることで、「子どもの読む権利」が具体的に子どものど
のような幸福を守るべきかを精査する必要がある。



ご清聴ありがとうございました


